
科目７

精神保健医療福祉に関連する制度

とサービス

講義４ー１

相談支援及び障害福祉に係る関係機関
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＜国＞ データベースの整備

○ 障害者や難病患者等が地域や職場で生きがい・役割を持ち、医療、福祉、雇用等の各分野の支援を受けながら、その人らしく安心して暮らすこ

とができる体制の構築を目指す。 このため、本人の希望に応じて、

・施設や病院からの地域移行、その人らしい居宅生活に向けた支援の充実（障害者総合支援法関係、精神保健福祉法関係、難病法・児童福祉法関係）

・福祉や雇用が連携した支援、障害者雇用の質の向上（障害者総合支援法関係、障害者雇用促進法関係）

・調査・研究の強化やサービス等の質の確保・向上のためのデータベースの整備（難病法・児童福祉法関係、障害者総合支援法関係）

等を推進する。

障害者や難病患者等が安心して暮らし続けることができる地域共生社会（イメージ）

地域の助け合い、教育

施設からの退所

住まいの場
・アパート生活

・グループホーム
・実家 等

病院からの退院

就労

伴走

通院

訪問

障害福祉

通所系福祉サービス

訪問

福祉から雇用へ
雇用・就労

施設系福祉サービス

＜事業所・施設＞

地域生活支援拠
点等の市町村整
備の努力義務化

等
通所

就労系福祉サービス

＜障害福祉＞
就労選択支援の創設

一般就労中の就労系福祉
サービスの一時的利用

＜企業＞

雇用の質向上に向けた助
成金の拡充
短時間労働者（10H以上
20H未満）に対する実雇
用率の算定 等

（障害者雇用）
企業、団体等

医療 （入院・日常の医療）
医療機関

＜精神科病院＞
■ 医療保護入院の入院期間の設定

入院患者への訪問相談
退院支援の拡充 等

相談支援等

・市町村

・都道府県

＜市町村＞

基幹相談支援センタ
ー整備の努力義務化

精神保健に関する相
談支援体制整備

等

相談支援事業所等

訪問系福祉サービス

＜グループホーム＞
居宅生活に向けた支援等
の明確化 等

（日常の医療）
訪問看護事業所

基盤整備

支援促進

＜都道府県等＞

小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の強化、
福祉・就労等の各種支援の円滑な利用促進（登
録者証の発行等） 等

＜都道府県等＞
■ 難病患者等に対する医療費支給

の助成開始時期を重症化時点に
前倒し 等

ピアサポート活動 友達・趣味等

本人 家族
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病院からの退
院

伴走

通院

障害福祉

通所系福祉サービス

訪問

施設系福祉サービ
ス ＜事業所・施設＞

地域生活支援拠
点等の市町村整
備の努力義務化

等
通所

就労系福祉サービス

医療 （入院・日常の医療）
医療機関

相談支援等

市町村
＜市町村＞

基幹相談支援センタ
ー整備の努力義務化
精神保健に関する相
談支援体制整備

等

相談支援事業所等

訪問系福祉サービ
ス

＜グループホーム＞
居宅生活に向けた支援等
の明確化 等

住まいの場
・アパート生活

・グループホーム
・実家 等

伴走

本人 家族

障害者や難病患者等が安心して暮らし続けることができる地域共生社会（イメージ）

相談支援及び障害福祉に係る関係機関

関係法令・・・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
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障害者総合支援法によるサービスの構成

【自立支援給付】

◆ 障害福祉サービス

訪問系サービス、日中系活動サービス、居住支援系サービス等

◆ 相談支援

基本相談、計画相談（サービス等利用計画、モニタリング）、

地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）等

【地域生活支援事業】

相談支援事業、地域活動支援センター、移動支援、日中一時支援等
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障害者総合支援法等における給付・事業

出典：厚生労働省 5



障害福祉サービス等の体系（介護給付・訓練等給付）

出典：厚生労働省 6



出典：WAMNETホームページ https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP000100E0000.do

障害福祉サービス等は、

WAMNET（ワムネット）

のホームページで

調べられます
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令和4年6月13日
社会保障審議会障害者部会 参考資料１
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≪障害者総合支援法≫

相談支援専門員

サービス管理責任者（通所系、入所系）

サービス提供責任者（居宅介護）

児童発達支援管理責任者（児童通所系）

地域移行支援員

自立生活支援員

職業指導員（就労系）

生活支援員

≪精神保健福祉法≫

退院後生活環境相談員

市町村の精神保健担当が主に連携する者
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「相談支援専門員」 と 「サービス管理責任者等」 の業務内容等

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準（厚生労働省令第２８号 平成２４年３月１３日）」「障害者の日常生
活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（厚生労働省令第１７１号 平成１８年９月２９日）」をもとに筆者作成

相談支援専門員 サービス管理責任者等

指定
要件

専従（支障がない場合は兼務可）
・専従→サービス提供時間帯を通じて、職員が張り
付いていること（非常勤も可）

1名以上は専任で常勤
・専任→特定の業務の主たる担当者として特定されている
こと
・常勤→雇用形態が常勤職員として雇用されていること
（週40時間労働）

責務

利用者の意向を踏まえ、自立した日常生活や社会
生活の実現のための支援、中立公平な立場からの効
率的で適切な障害福祉サービスの利用のための支
援 等

個別支援計画の作成やサービス提供プロセスの管理、サ
ービス提供職員への技術指導と助言 等

業務
内容

① 生活全般に係る相談、情報提供
② 利用者に係るアセスメントの実施
③ サービス等利用計画の作成と変更
④ サービス等利用計画の説明と交付
⑤ サービス等利用計画の実施状況等の把握及び評

価等（モニタリングの実施）
⑥ サービス担当者会議等による専門的意見の聴取
⑦ 障害福祉施設等との連携等

① 個別支援計画の作成に関する業務
② 利用者に対するアセスメント
③ 利用者との面接
④ 個別支援計画の作成に係る会議の運営
⑤ 利用者・家族に対する個別支援計画の説明と交付
⑥ 個別支援計画の実施状況の把握（モニタリング）
⑦ 定期的なモニタリングの結果の記録
⑧ 個別支援計画の変更（修正）
⑨ 支援内容に関連する関係機関との連絡調整
⑩ サービス提供職員への技術的な指導と助言
⑪ 自立した日常生活が可能と認められる利用者への必要

な援助
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退院後生活環境相談員について

退院後生活環境相談員の責務・役割

1. 退院後生活環境相談員は、入院者が可能な限り早期に退院できるよう、

個々の入院者の退院支援のための取組において中心的役割を果たす

ことが求められること。

2. 退院に向けた取組に当たっては、医師の指導を受けつつ、多職種連携

のための調整を図ることに努めるとともに、行政機関、地域援助事業

者、その他地域生活支援にかかわる機関との調整に努めること。

3. 入院者の支援に当たっては、本人の意向に十分配慮するとともに、個

人情報保護について遺漏なきよう十分留意すること。

4. 以上の責務・役割を果たすため、退院後生活環境相談員は、その業務

に必要な技術及び知識を得て、その資質の向上を図ること。

出典：措置入院者及び医療保護入院者の退院促進に関する措置について
（障発1127第７号令和５年11月27日 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）
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精神保健

妊娠出産・こども家庭に関する
相談支援

障害のある方等の相談支援

高齢・介護に関する相談支援 生活福祉に関する相談支援

相談支援事業

障害者虐待防止対策

障害者差別解消

意思決定支援 等

認知症対策

高齢者虐待防止対策

介護保険サービス提供 等

生活保護

生活困窮者自立支援

ひきこもり 等

母子保健

こども家庭支援

成育 等

市町村の業務と精神保健との関係

13
出典：山本賢『第163回市町村職員を対象とするセミナー「市町村における精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を

推進するための研修」相談支援体制構築の効果的な進め方及び自治体類型別の推進ポイント』 2023. 一部改変

再掲 科目４
（講義１）



市町村の精神保健担当がかかわる対象者像の例

障害福祉サービスにつ
ながりにくい者

障害福祉サービスに
つながりにくい者

• 関係作りに時間が

かかる

• 本人はサービスを

希望していないが

支援が必要

• 家族が利用を反対

している など

多機関による支援
が必要な世帯

市町村長同意による
入院者や長期入院者

• 世帯員複数に支援

が必要

• 世帯内で虐待やDV

のおそれがある

など

• 家族等の支援が望

めない

• 成年後見制度等の

利用が見込まれる

• 入退院を繰り返し

ている

など
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連携の流れと職種ごとの関わり

（障害福祉サービスの利用）

時間の流れ

相談支援専門員

精神保健福祉相談員
サービス管理責任者
生活支援員・職業指導員等

窓口等
相談

紹介
調整

サービス
調整

サービス
利用開始

モニタリング

支
援
と
役
割
の
幅
（割
合
）
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連携のポイント（障害福祉サービスの利用）

時間の流れ

相談支援専門員

精神保健福祉相談員
サービス管理責任者
生活支援員・職業指導員等

窓口等
相談

紹介
調整

サービス
調整

サービス
利用開始

モニタリング

• 本人や家族の不安や状態の変化に気を付けながら、福祉と保健の役割や

本人との関わりを整理していく

• 本人の特性や生活状況等を踏まえつつ、本人に合った事業所を紹介

• 紹介して終わらないようにのりしろのあるかかわりをしていく

支
援
と
役
割
の
幅
（割
合
）
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障害福祉サービスの中に
「地域移行支援」「地域定着支援」がある

出典：厚生労働省『「資料１ 障害者の相談支援等について」社会保障審議会障害者部会（第119回）』 一部改変 17

再掲 科目４
（講義3）



連携の流れと職種ごとの関わり
（地域移行支援）

時間の流れ

相談支援専門員
地域移行支援員
自立生活支援員等

精神保健福祉相談員 サービス管理責任者
生活支援員等

退院後生活環境相談員

病院等か
ら相談

紹介
調整

地域移行支援
利用

退
院

サービス利用
モニタリング

支
援
と
役
割
の
幅
（割
合
）
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連携のポイント（地域移行支援）

時間の流れ

相談支援専門員
地域移行支援員
自立生活支援員等

精神保健福祉相談員 サービス管理責任者
生活支援員等

退院後生活環境相談員

病院等か
ら相談

紹介
調整

地域移行支援
利用

退
院

サービス利用
モニタリング

退院後の精神保健の役割について整理

相談支援専門員からの相談やバックアップ

支
援
と
役
割
の
幅
（割
合
）病院でのこれ

までの取組の
聴取
地域移行支援

の利用につな

げる
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障害者総合支援法第２条
（市町村等の責務）

第二条 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

一 障害者が自ら選択した場所に居住し、又は障害者若しくは障害児（以下「障害者等」という。）が

自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該市町村の区域における障害者等の

生活の実態を把握した上で、公共職業安定所、障害者職業センター（障害者の雇用の促進等に関す

る法律（昭和三十五年法律第百二十三号）第十九条第一項に規定する障害者職業センターをいう。

以下同じ。）、障害者就業・生活支援センター（同法第二十七条第二項に規定する障害者就業・生活

支援センターをいう。以下同じ。）その他の職業リハビリテーション（同法第二条第七号に規定する

職業リハビリテーションをいう。以下同じ。）の措置を実施する機関、教育機関その他の関係機関と

の緊密な連携を図りつつ、必要な自立支援給付及び地域生活支援事業を総合的かつ計画的に行う

こと。

二 障害者等の福祉に関し、必要な情報の提供を行い、並びに相談に応じ、必要な調査及び指導を

行い、並びにこれらに付随する業務を行うこと。

三 意思疎通について支援が必要な障害者等が障害福祉サービスを円滑に利用することができる

よう必要な便宜を供与すること、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のために関係機

関と連絡調整を行うことその他障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行うこと。

【参考】
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精神保健福祉法第４９条
（事業の利用の調整等）

第四十九条 市町村は、精神障害者から求めがあつたときは、当該精神障害者の

希望、精神障害の状態、社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進

のために必要な訓練その他の援助の内容等を勘案し、当該精神障害者が最も適切

な障害福祉サービス事業の利用ができるよう、相談に応じ、必要な助言を行うも

のとする。この場合において、市町村は、当該事務を一般相談支援事業又は特定相

談支援事業を行う者に委託することができる。

２ 市町村は、前項の助言を受けた精神障害者から求めがあつた場合には、必要

に応じて、障害福祉サービス事業の利用についてあつせん又は調整を行うととも

に、必要に応じて、障害福祉サービス事業を行う者に対し、当該精神障害者の利用

についての要請を行うものとする。

３ 都道府県は、前項の規定により市町村が行うあつせん、調整及び要請に関し、

その設置する保健所による技術的事項についての協力その他市町村に対する必

要な援助及び市町村相互間の連絡調整を行う。

４ 障害福祉サービス事業を行う者は、第二項のあつせん、調整及び要請に対し、

できる限り協力しなければならない。

【参考】
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ご視聴ありがとうございました。

続いて、

【講義４－２】急性期状態における相談支援

の動画をご覧ください。
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